
８つくば市地域活性化人材育成事業推進業務委託 

仕様書  

 

１ 業務名 

   ８つくば市地域活性化人材育成事業推進業務委託 

 

２ 業務目的 

   つくば市では、平成 29 年度から、合併前の旧町村時代からの身近な生活の拠

点である周辺市街地（北条・小田・大曽根・吉沼・上郷・谷田部・栄・高見

原）の地域振興を行ってきた。 

   これまでに実施してきた地域振興策を通して、地域外から周辺市街地の地域

づくりに関心のある者を多く呼び込むことができたが、自走して周辺市街地で

の活動を継続する者は限定的であった。そこで、令和６年度より本事業を実施

し、丁寧な伴走型支援により、地域の特色を生かし、新たな仕事や活動を生み

出す「地域活性化人材（※１）」の育成（※２）を開始した。 

   本年度（令和８年度）は、昨年度（令和７年度）までの成果を受けて、地域

活性化人材が活躍できる環境整備の過程を通して育成対象者の伴走型支援を実

施するとともに、周辺市街地へ継続した人の流れを生み出すことを業務の目的

とする。 

   なお、当該事業は、本年度（令和８年度）までの実施である。 

   

  ※１ 本業務における地域活性化人材とは、周辺市街地を事業拠点とする、も

しくは事業テーマとする、などして、新たな事業、地域活動を生み出

し、自走して持続的に展開する者と定義する。事業形態として、副業や

オンライン販売など多様なワークスタイルを対象とする。 

参考事例：つくばクラフトライフ 

https://www.city.tsukuba.lg.jp/iju_teiju/index.html 

  ※２ 育成には、域外の事業者もしくは活動者が、周辺市街地内に事業・活動

拠点を展開する支援を含む。 

 

３ 業務期間 

  契約締結の翌日から令和９年３月 19 日（金）まで 

 

４ 業務内容 

（１）周辺市街地の特徴を生かした商品（お土産等）の開発プロジェクトの実施 

① 昨年度(令和７年度)からのブランドコンセプトに沿い、かつ周辺市街地



各地の文化・歴史等を生かしそれぞれの特徴を生かしたお土産等の商品

開発のプロジェクトを実施すること。 

② ブランドおよびプロジェクトは、受託者もしくは育成支援対象者の事業

として、本事業終了後も自立して継続していくことを前提とし、そのた

めの体制を整備すること。 

③ 周辺市街地の魅力を伝えつつ、プロジェクトへの賛同者・参画者を呼び

込むための情報発信をすること。 

 

（２）育成候補者・対象者の確保及び伴走支援 

① 昨年度(令和７年度)の育成対象者の継続希望者を含め、４名以上を確保

し伴走支援を実施する。 

② 相談や伴走支援に使用する場所については受託者が用意すること。 

 

（３）地域の歴史の冊子等のとりまとめ 

①  昨年度(令和７年度)からのブランドコンセプトに沿い、かつ周辺市街地

各地の文化・歴史等を生かすため周辺市街地に暮らす、地域の歴史を知

る地域住民に取材を行い、冊子等にとりまとめること。 

② 冊子等の部数については委託者と協議すること。 

③ 作成した冊子の効果的な活用を提案すること。 

 

（４）地域活性化人材育成のためのエコシステムの検討、構築 

① 本年度(令和８年度)事業終了後も周辺市街地に地域活性化人材が育ち、継

続的に活動していけるようなエコシステムを検討し、構築を目指すこと。 

② ①のエコシステムの構築に向けて、周辺市街街地での活動希望者を伴走支

援できるものを育成し、伴走支援できる協力体制整備に向け取り組むこ

と。 

  ※  なお、上記（２）の①記載の伴走支援である育成対象者４名以上の中に

（４）②の育成対象者が含まれていても差し支えはない。 

 

５ 委託業務実施にあたっての留意事項 

周辺市街地振興課のミッション「中心部と周辺地域との格差の拡大を食い止

める、中心部から周辺地域への人・モノ・金の流れをつくる、周辺地域の拠点

であるＲ８を活性化する」を実現するため、地域づくりのオープン化（※１）

に取り組んでいる。そのため、「周辺市街地地域づくりオープン化人材」（※

２）の目的に応じたフィールド、「周辺市街地地域づくりオープン化事業」（※

３）を実施している。 

周辺市街地でのまちづくりに興味がある人材には、周辺市街地で地域活性化

協議会が開催するイベント等の紹介、周辺市街地で店舗運営に挑戦したい人材



には、審査による選抜型の「チャレンジショップ」、周辺市街地に関係した創

業、商品、サービス開発等をしたい人材には選抜型の「TSUKUBA Story.8」とい

った３つのフィールドを用意している。 

実施にあたっては、「周辺市街地地域づくりオープン化人材」のために、その

目的とフィールドである事業のマッチングが重要となり、事業間の連携が欠か

せない。そのため、事業者は、必要に応じて「周辺市街地地域づくりオープン

化事業連携会議」を行い、ロゴ、ホームページデザイン等の統一を含めた事業

の進め方、「周辺市街地地域づくりオープン化事業合同説明会」の開催、選考ス

ケジュール等の調整を行うなど、委託者の意向を尊重し事業にあたり、「８つく

ば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託」と事業間の連携を図るこ

と。 

 

※１ 域外の人材が、地域づくりの担い手として、自己実現などのモチベーシ

ョンをもって地域に入り、活動を行うことができる地域住民と域外の人材が協

働するオープンな地域づくりへの環境整備。 

※２ 地域づくりの担い手として、自己実現などのモチベーションをもって地

域に入り、活動を行おうとしている人材 

※３ 「８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託」、「８つくば

市地域活性化人材育成事業推進業務委託」 

 

６ 成果物等 

（１）業務報告書（バインダー式）   ３部 

（２）業務報告書（電子データ）    １式 

（３）委託者の指示する資料      １式 

 

７ 納期及び納入場所 

（１）納  期  令和９年３月 19 日（金） 

（２）納入場所  つくば市都市計画部 周辺市街地振興課 

          つくば市研究学園一丁目１番地１（本庁舎３階） 

 

８ 検査 

受託者は、業務の遂行に当たり、業務の進捗状況を随時委託者に報告するととも

に、委託者が必要と認めたときは、中間検査を受け、次の工程に着手するものと

する。 

 

９ 完了 

本業務は、完了届、成果品納品書とともに成果品を提出し、完了検査を受け検査

合格により完了とする。 



 

10 その他留意事項 

（１）疑義の解決 

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者が速

やかに協議した上で、委託者の指示を受けるものとする。 

（２）準拠する法令等 

本仕様書のほか、関係法令及び規則等に準拠して行うものとする。 

（３）再委託 

受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは

できない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について

は、委託者と協議の上、書面での承認を得た上で業務の一部を再委託する

ことができる。 

（４）作業実施計画等 

受託者は、本業務に着手するに先立ち、工期及び地域の状況を考慮し、適

切な作業班を編成するとともに各工程の細部計画を立案し、業務工程表、

管理技術者及び照査技術者選任通知書（経歴書付）を業務の着手前に委託

者に提出し、承認を受けるものとする。 

（５）損害賠償及び瑕疵担保 

本業務遂行中に他人に与えた損害等は、すべて受託者の負担とする。また、

業務完了後、受託者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、

委託者の必要と認める修正、補足及びその他必要な措置を受託者の負担で行

うものとする。 

（６）著作権 

本業務において成果品等（ネーミング、画像、動画などのクリエイティブ

を含む）の著作権は委託者に帰属するものとする。 

（７）秘密の保持 

受託者は本業務を通じて知り得た秘密は、いかなる場合であっても他に漏

らしてはならない。 

（８）資料管理及び情報保護対策 

本業務において、委託者より貸与される資料について、受託者はその重要

性を認識し、良識ある判断に基づき資料の破損、紛失、盗難等の事故がな

いように取り扱わなければならない。受託者は、本業務の実施に当たり、

別紙に定める個人情報等の取扱業務に関する特記仕様書のとおり、個人の

権利権益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければ

ならない。 

（９）資料等の取り扱い 

業務遂行のために使用する計画や基礎資料、データ等については、受託者

が調達するほか、必要に応じて委託者が保有するものについて貸与する。



なお、受託者は貸与資料の取り扱いについては細心の注意を払い、目的以

外には決して使用しないものとし、使用後は複製物を含め、速やかに委託

者に返却するものとする。 

（10）事業対象経費 

次に掲げる費用区分が対象（委託費の範囲内）となるため、十分に留意す

ること。 

① 対象経費 

人件費、報償費、旅費、通信運搬費、印刷製本費、広報・ＰＲ経費、

消耗品費、外部人材招聘経費、人材確保等関係経費、調査経費、賃貸

経費、光熱水費、役務費等 

② その他委託者が認める経費 

③ 管理費（①及び②の経費合計の 10%以内） 

④ 消費税及び地方消費税 

⑤ 特記事項 

経費の執行にあたり疑義が生じた場合は、事前に委託者と協議し、そ

の決定に従うこと。 

 


